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循環型社会形成に向けた
経済産業省の主な取組

平成１８年１１月

経済産業省

資料２－３
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製品のライフサイクル全体を通じた３Rの推進
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循環型社会の推進に向けた経済産業省の施策の広がり

• リデュース、リユース、リサイクルの促進のための多様な施策を実施。
1. 循環型社会を構築するための社会基盤や制度の構築
2. 製品の流通に関する取組：製品の廃棄時のリサイクル、設計段階での環境負荷低減の取

組、製造段階での使用エネルギーや副産物の発生の低減
3. 海外との連携

• リデュース、リユース、リサイクルの促進のための多様な施策を実施。
1. 循環型社会を構築するための社会基盤や制度の構築
2. 製品の流通に関する取組：製品の廃棄時のリサイクル、設計段階での環境負荷低減の取

組、製造段階での使用エネルギーや副産物の発生の低減
3. 海外との連携
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個別リサイクル法の
適切な運用

・家電リサイクル法
・容器包装リサイクル法
・自動車リサイクル法
・パソコンリサイクル
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循環型社会を支える社会システ
ムと基盤の整備
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環境リサイクルビジネスの拠点づくり：エコタウン事業

○エコタウン事業は、地域の産業蓄積等を活かした環境産業の振興を通じた地域振興、及び
地域の独自性を踏まえた廃棄物の発生抑制・リサイクル推進を通じた資源循環型経済社会
の構築を目的として、既存の枠にとらわれない先進的な環境調和型まちづくりを実現する
ために、地方自治体が主体となり、地域住民、地域産業と連携して取り組むもの。

○平成9年度に制度創設以来、現在まで26地域を承認、国の助成（補助金）により整備された
リサイクル関連施設は62施設。なお、国からの補助金制度は平成17年度をもって廃止。

・平成９年度：長野県飯田市、川崎市、北九州市、岐阜県

・平成10年度：福岡県大牟田市、札幌市、千葉県・千葉市

・平成11年度：秋田県、宮城県鶯沢町

・平成12年度：北海道、広島県、高知県高知市、熊本県水俣市

・平成13年度：山口県、香川県直島町

・平成14年度：富山県富山市、青森県

・平成15年度：兵庫県、東京都、岡山県

・平成16年度：岩手県釜石市、愛知県、

三重県鈴鹿市

・平成17年度：大阪府、三重県四日市市、

愛媛県

（以上２６地域）

エコタウンプランの承認実績（平成１８年１１月現在）
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愛媛県
【平成18年1月20日
承認】

三重県四日市市【平成17年9月16日承認】
・廃プラスチック高度利用・リサイクル施設
（経）

岡山県【平成16年3月29日承認】
・木質系廃棄物炭化リサイクル施設（経）

平成１8年１１月現在・２6地域
エコタウン事業の承認地域マップエコタウン事業の承認地域マップ

岐阜県【平成9年7月10日承認】
・廃タイヤ、ゴムリサイクル施設(経）
・ペットボトルリサイクル施設（経）
・廃プラスチックリサイクル（ペレット化）施設（経）
・廃プラスチックリサイクル（製品製造）施設（経）

青森県【平成14年12月25日承認】
・焼却灰･ホタテ貝殻リサイクル施設（経）
・溶融飛灰リサイクル施設（経）

長野県飯田市【平成9年7月10日承認】
・ペットボトルリサイクル施設（経）
・古紙再生施設（経）

札幌市【平成10年9月10日承認】
・廃ペットボトルフレーク化施設（経）・廃ペットボトルシート化施設（経）
・廃プラスチック油化施設（経）

川崎市【平成9年7月10日承認】
・廃プラスチック高炉還元施設（経）
・難再生古紙リサイクル施設（経）
・廃プラスチック製コンクリート型枠用パネル製造施設（経）
・廃プラスチックアンモニア原料化施設（経）
・ペットtoペットリサイクル施設（経）

北九州市【平成9年7月10日承認】
・ペットボトルリサイクル施設（経） ・家電製品リサイクル施設（経）
・ＯＡ機器リサイクル施設（経） ・自動車リサイクル施設（経）
・蛍光管リサイクル施設（経） ・廃木材･廃プラスチック製建築資材製造施設（経）
・製鉄用フォーミング抑制剤製造施設（経）

熊本県水俣市【平成13年2月6日承認】
・びんのリユース、リサイクル施設（経）
・廃プラスチック複合再生樹脂リサイクル
施設（経）

宮城県鶯沢町【平成11年11月12日承認】
・家電製品リサイクル施設（経）

広島県【平成12年12月13日承認】
・ＲＤＦ発電、灰溶融施設（経－新エネ、環－廃）
・ポリエステル混紡衣料品リサイクル施設（経）

北海道【平成12年6月30日承認】
・家電リサイクル施設（経）
・その他紙製容器包装リサイクル施設（経）

高知県高知市【平成12年12月13日承認】
・発泡スチロールリサイクル施設（経）

秋田県【平成11年11月12日承認】
・家電製品リサイクル施設（経）
・非鉄金属回収施設（経）
・廃プラスチック利用新建材製造施設（経）
・石炭灰・廃プラスチックリサイクル施設（経）

福岡県大牟田市【平成10年7月3日承認】
・RDF発電施設（経－新エネ、環－廃）
・使用済み紙おむつリサイクル施設（経）

山口県【平成13年5月29日承認】
・ごみ焼却灰のセメント原料化施設（経）

香川県直島町【平成14年3月28日承認】
・溶融飛灰再資源化施設（経）
・有価金属リサイクル施設（経－新エネ）

富山県富山市【平成14年5月17日承認】
・ハイブリッド型廃プラスチックリサイクル施設（経）
・木質系廃棄物リサイクル施設（環）
・廃合成ゴム高付加価値リサイクル施設（経）
・難処理繊維及び混合廃プラスチックリサイクル施設（経）

兵庫県【平成15年４月25日承認】
・廃タイヤガス化リサイクル施設（環）

千葉県・千葉市【平成11年1月25日承認】
・エコセメント製造施設（経）
・直接溶融施設（環－廃）
・メタン発酵ガス化施設（環）
・廃木材・廃プラスチックリサイクル施設（経）
・高純度メタル・プラスチックリサイクル施設（経）
・貝殻リサイクル施設（経）
・塩ビ系廃棄物リサイクル施設（環）
・建設系廃内装材のマテリアルリサイクル施設（環）

東京都【平成15年10月27日承認】
・建設混合廃棄物の高度選別リサイクル施設（環）

経・・・経済産業省エコタウン補助金

経－新・・・経済産業省新エネ
補助金

環・・・環境省エコタウン補助金

環－廃・・・環境省廃棄物処理施設整
備補助金

岩手県釜石市【平成16年８月13日承認】
・水産加工廃棄物リサイクル施設（経）

三重県鈴鹿市【平成16年10月29日承認】
・塗装汚泥堆肥化施設（経）

愛知県【平成16年9月28日承認】
・ニッケルリサイクル施設（経） ・原料廃ゴム（未加硫廃ゴム）
・低環境負荷・高付加価値マット製 マテリアルリサイクル施設（経）
造施設（経）

大阪府【平成17年7月28日承認】
・亜臨界水反応を用いた廃棄物再資源
化施設（環）
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環境コミュニティ・ビジネスモデル事業 （平成１５年度～）

ＮＰＯ等の
市民団体

企業グループ
経済団体等

地域住民 企業

学校自治体

成果発表会・セミナー、ホームページ等を通じて、
全国に普及させる

①地域の企業、ＮＰＯ、市民団体等の地域コミュニテ

ィを形成する主体が連携・協働し、地域が有する環

境問題の解決、地域の活性化を経営的感覚に基づ

き実践するモデルの発掘。

②推進委員および地方経済産業局による事業の展

開を支援することを通じて、持続的かつ効率的な環

境負荷の低減を図る。

③事業の成果及び課題の評価等を通じて、全国に

同様の取り組みを広く普及。

１３９３５１７７３２１６２０６８平成１７年度

１４６９５９４７１３９１１２９平成１８年度

１５

９

採数

１１６

２２０

合計

２６

２４

九州

５

７

沖縄

６

１８

中国

８

１８

中部

１１

２８

東北

７１６３０７平成１６年度

１３３４６５１３平成１５年度

四国近畿関東北海道

＜地域別モデル事業応募数・採択数＞

＜採択の基準＞ 「実現性」「ユニーク性」「発展性」を重点的に考慮する。

※ 地域コミュニティの連携

※ 事業主体

＜事業の概要＞

採択数合計延べ５１ （３４）
( )内は採択団体数
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合金成分を添加せずに従来鋼の２倍の高強度を有する超微細粒鋼は、鋼材量の削減により廃棄物の排出減が可能である。また、合金添加元素を含まないため、リ
サイクル性に優れている。このため、自動車材料等として広く使用されている鋼材への適用を目指し、超微細粒鋼の成形・加工技術、利用技術等の基盤技術の開発を
行う。

環境調和型超微細粒鋼創製基盤技術の開発

合金成分を添加せずに従来鋼の２倍の高強度を有する超微細粒鋼は、鋼材量の削減により廃棄物の排出減が可能である。また、合金添加元素を含まないため、リ
サイクル性に優れている。このため、自動車材料等として広く使用されている鋼材への適用を目指し、超微細粒鋼の成形・加工技術、利用技術等の基盤技術の開発を
行う。

環境調和型超微細粒鋼創製基盤技術の開発

自動車３Ｒ対策自動車３Ｒ対策

リサイクルの阻害要因となる有害化学物質の使用を抑制するため、ＥＵのＲｏＨＳ
指令による将来の高温はんだ中の鉛使用の全面禁止（実施当初は免除）に先行し、
高温鉛はんだの代替技術の開発を行う。

電気電子機器再資源化促進高温鉛はんだ代替技術開発

極微量物質を正確に計測するためには、標準化された計測手法とともに計測機
器を校正し計測値の信頼性を担保するための標準物質が必要不可欠であり、設計
段階における有害物質の管理・削減によるリサイクルの推進、及び迅速なRoHS指
令対応による欧州市場における競争力の確保を図るため、有害６物質（鉛、水銀、
カドミウム、六価クロム、特定臭素系化合物（難燃剤２種）に関する標準物質を整備
する。

環境配慮設計推進に係る基盤整備

リサイクルの阻害要因となる有害化学物質の使用を抑制するため、ＥＵのＲｏＨＳ
指令による将来の高温はんだ中の鉛使用の全面禁止（実施当初は免除）に先行し、
高温鉛はんだの代替技術の開発を行う。

電気電子機器再資源化促進高温鉛はんだ代替技術開発

極微量物質を正確に計測するためには、標準化された計測手法とともに計測機
器を校正し計測値の信頼性を担保するための標準物質が必要不可欠であり、設計
段階における有害物質の管理・削減によるリサイクルの推進、及び迅速なRoHS指
令対応による欧州市場における競争力の確保を図るため、有害６物質（鉛、水銀、
カドミウム、六価クロム、特定臭素系化合物（難燃剤２種）に関する標準物質を整備
する。

環境配慮設計推進に係る基盤整備

環境配慮設計環境配慮設計

各種の対策に併せて、産業全般を対象とした循環型社会の構築に資する技術シーズの実用化を推進するため、提案公募による実用化技術開発を実施する。
提案公募型３Ｒ実用化技術開発（地域新規産業創造技術開発費補助事業のうち）

各種の対策に併せて、産業全般を対象とした循環型社会の構築に資する技術シーズの実用化を推進するため、提案公募による実用化技術開発を実施する。
提案公募型３Ｒ実用化技術開発（地域新規産業創造技術開発費補助事業のうち）

３Ｒ技術の実用化支援３Ｒ技術の実用化支援

我が国鉄鋼業の約５０％を占める建設市場において、建築物のメインフレー
ムに高強度鋼を用いることで、①鉄鋼部材の軽量化（リデュース）、②高強度化、
非溶接化に伴う部材のリユース促進、③製造・施工の省エネ・省力化等を図る。

革新的構造材料を用いた新構造システム建築物研究開発＜新規＞

産業・社会資本構造物の長寿命化による建設廃棄物の発生抑制（リデュース）
の実現に向け、経済性を考慮した最適なメンテナンスを可能とする高度メンテナ
ンスシステムを構築するため、構造物の劣化・損傷状態の把握・診断と、診断結
果に基づくリスク評価、さらに診断情報の設計等への活用を実現する上で必要
となる技術の開発を行う。

構造物長寿命化高度メンテナンス技術開発

我が国鉄鋼業の約５０％を占める建設市場において、建築物のメインフレー
ムに高強度鋼を用いることで、①鉄鋼部材の軽量化（リデュース）、②高強度化、
非溶接化に伴う部材のリユース促進、③製造・施工の省エネ・省力化等を図る。

革新的構造材料を用いた新構造システム建築物研究開発＜新規＞

産業・社会資本構造物の長寿命化による建設廃棄物の発生抑制（リデュース）
の実現に向け、経済性を考慮した最適なメンテナンスを可能とする高度メンテナ
ンスシステムを構築するため、構造物の劣化・損傷状態の把握・診断と、診断結
果に基づくリスク評価、さらに診断情報の設計等への活用を実現する上で必要
となる技術の開発を行う。

構造物長寿命化高度メンテナンス技術開発

建設ストック３Ｒ対策建設ストック３Ｒ対策

循環型社会を支える技術開発：３Ｒプログラム

【目的／ターゲット】
従来の大量生産・大量消費・大量廃棄型の経済社会を改め、環境と経済が統合された循環型経済社会システムの構築
を目的とし、３Ｒ対策を講じる必要性（大量排出、処理困難、資源有用性）の高い製品等を中心に、かつ下流対策から上
流対策へ政策のターゲットをシフトさせながら、国際的な動きをにらみつつ、必要な３Ｒ技術の高度化を図る。

※３Ｒ：天然資源の消費抑制、廃棄物の発生抑制（Ｒｅｄｕｃｅ）、製品・部品の再使用（Ｒｅｕｓｅ）、原材料として再生利用（Recycle）

２０１０年度までに環境制約・資源制約を克服し、これを新たな成長の要因とする循環型経済社会システムを構築するため、
・資源生産性（GDP／天然資源等投入量）を約３９万円／トン（２０００年度約２８万円／トン）に増加する
・再生利用率を一般廃棄物で１１％（１９９７年度）から２４％に、産業廃棄物で４１％（１９９７年度）から４７％にする
・最終処分量を一般廃棄物、産業廃棄物ともに１９９７年度（１２百トン、６７百トン）に比して半減する
ことを目標に、必要な３Ｒ技術の確立・実用化を図る。

【目 標】
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– ３Ｒの推進（2002-2005年度末までに31規格策定）、環境配慮設計・地球温暖化対策・製
品に係わる有害化学物質対策・環境汚染対策に資する規格を含めて165規格を策定
【例】リサイクル硬質ポリ塩化ビニル三層管、GHSに基づく化学物質等の表示、
工業用水・工場排水中のダイオキシン類の測定方法等

現在の課題
☆リサイクル品や３Ｒに配慮した製品
など、環境配慮を導入した製品の需
要拡大
☆環境配慮を導入した製品の購入など、
消費者の積極的な参加を促すための
製品の適正評価及び情報提供
☆環境を汚染する恐れのある物質等
の安全性評価 等

環境ＪＩＳ

ＪＩＳの体系
的な環境配
慮化

循環型社会の実現を目指して、着実に環境ＪＩＳ規格を策定（環境JIS策定中期計画）していくととも
に、環境関連法規・公共調達基準における環境ＪＩＳ規格の引用・活用が可能となるように環境側面
の導入を促進する。

循環型社会の実現を目指して、着実に環境ＪＩＳ規格を策定（環境JIS策定中期計画）していくととも
に、環境関連法規・公共調達基準における環境ＪＩＳ規格の引用・活用が可能となるように環境側面
の導入を促進する。

見込める効果

○○環境配慮製品の市場の創出・環境配慮製品の市場の創出・
拡大拡大
○○環境保全対策の基盤整備環境保全対策の基盤整備
○○環境保全に係る利害関係者の環境保全に係る利害関係者の
意見の反映・調整機能意見の反映・調整機能

環境に配慮された製品の信頼性確保、普及促進：環境JIS

環境環境JISJIS策定中期計画の実績策定中期計画の実績

– 資源有効利用促進法の判断となるべき基準を定める省令、環境物品の調達の推進に
関する基本方針（国）等における引用
【例】 JIS C0950電気・電子機器の特定の化学物質の含有表示方法等

– 製品の生産と物流、製品の廃棄段階より表示など製品の使用（購買）段階で活用され
る規格が多い（原案作成団体へのアンケート調査結果より）

環境環境JISJIS引用・活用の状況引用・活用の状況
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２.  廃棄物・リサイクルガバナンスのポイント

（２） 幅広い関係事業者を含めた体制構築

（１）廃棄物・リサイクルガバナンスの構築、
強化のための社内体制の確立

（３） 自社の取組状況の情報発信・情報共有

最終処分
リサイク
ル

経営者

廃棄物管理担当部門

現場の廃棄物管理担当者

関連
会社

原材料
調達

協力
会社

中間処理

自社
事業活動

廃棄物等の最終
処分までの確認
（コンプライアン

ス）

サプライチェーン上の廃棄
物等に係るマネジメント

（３）自社の取組状況の
情報発信・情報共有

顧客・
消費者

投資家

地域社
会

双方向の
コミュニ

ケーショ
ン

（１）廃棄物・リサイクルガバナンスの
構築、強化のための社内体制の確立

（２）幅広い関係事業者を
含めた体制構築

企業グループ全体での
廃棄物等に係るマネジ

メント

廃棄物等
のリサイク
ルの確認

収集・運
搬

流通・販
売

廃棄物・リサイクルガバナンス（Ｈ１６．９）
「排出事業者のための廃棄物・リサイクルガバナンスガイドライン」

産業構造審議会環境部会廃棄物・リサイクル小委員会

１．大規模不法投棄事案の発生と排出

事業者への措置命令

・青森・岩手県境大規模不法投棄事案

・事業者名を公表の上で、不法投棄廃棄
物撤去の措置命令発出

・社名公表によるブランドイメージの失墜

産廃リスクの低減

循環型社会形成への貢献

取組の
徹底
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○３Ｒ推進月間事業実施（毎年１０月）
＜３Ｒ推進月間＞
再生資源利用促進法の制定を機に「リサイクル推進月間」として
スタート（平成３年）。その後、持続的な経済発展のために１Ｒ（リサイクル）から３Ｒ（リデュース・
リユース・リサイクル）へと取組が拡充されてきたことにより、平成１２年に現在の名称に変更。

→企業、自治体、ＮＰＯ等の３Ｒ活動推進を目的
とした「３Ｒ推進功労者等表彰」実施。
（関係府省、３Ｒ推進協議会連携）
→循環ビジネス振興を目的とした
「資源循環技術・システム表彰」実施。
→政府広報を活用し、ＴＶ、ラジオ、新聞、雑誌等、
幅広いメディアで普及啓発活動を実施。
→３Ｒに取り組む各主体の連携強化を目的とした
「３Ｒ教育推進展」（パネル展示）を実施。

３Ｒ政策普及啓発事業 ①

３Ｒ推進月間新聞広告

３Ｒ教育推進展パネル（例）

○３Ｒ製品のイメージアップのための広報戦略
→生活者の間にある３Ｒ製品に対するネガティブイメージを払拭するため、
「Ｒｅｓｐｅｃｔ ３Ｒ」プロジェクトを創設、マイバッグコンテスト等のイベントの
開催（エコプロダクツ２００６）等を通じて広報キャンペーンを展開。

廃棄布を活用しデザイナーと協力して制作した
エコバッグのプレゼント企画

○リユース促進のための取組
→代表的なリユースの手法であるリターナブル容器の導入を促進し、
容器包装に係る環境負荷を低減することを目的として、リターナブル
容器導入に関するモデル事業を創設。

・リターナブルびん入り商品の重点的な広報 （京都）
・地域で活用されているエコマネーとの連携 （名古屋）
・酒屋さんの宅配システムの復活、再構築 （茅ヶ崎）
・地産地消型商品容器へのリユース容器導入促進 （沖縄）
・リターナブルＰＥＴボトルの研究 （東京）
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○ＨＰ「３Ｒ政策」更新
→ステークホルダー別の目次や先進的な３Ｒへの取組事例紹介等一般向けの
新規項目設定のほか、産業構造審議会、各種ガイドライン、統計、調査等各
種資料のコンテンツ拡充、最新情報を随時更新
（ＵＲＬ：http://www.meti.go.jp/policy/recycle/）

○パンフレット類の作成・配布
→資源循環ハンドブック
資源有効利用促進法
容器包装リサイクル法
廃棄物処理・リサイクルガイドライン
→小中学生向けパンフレット 等

３Ｒ政策普及啓発事業 ②

○３Ｒ学習支援ツール提供
→容器包装のリサイクル体験学習教材を自治体等に貸出。
（Ｈ１７年度実績：１０４件）
→３Ｒ講師派遣・３Ｒ体験事業所紹介プログラム構築、提供。
→上記により実施した講演内容をモデルケースにし、３R講師等が
３Rについて講演を行う際の手引き書（要点集）等を作成。

○循環ビジネス人材教育・循環アドバイザリー派遣事業
企業等における循環ビジネスへの取組や普及活動を支援することを目的として、以下を実施
①各分野の専門的知識を習得するための研修会を開催
②各分野の専門家をアドバイザーとして登録して中小企業へ派遣

容器包装リサイクル体験学習キット

ペットボトル、ガラスび
ん、紙、プラスチックな
どのリサイクルの流れ
を表す教材を収納
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３Ｒ施策の国際的な展開
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持続可能なアジア循環型経済社会圏

各国が相互に連携し、域内における資源有効
利用を促進することで資源消費量を抑制し、
同時に環境汚染の拡散を防止する。

(1) 各国単位での循環型経済社会構造への転換
(2) 適正なアジア域内資源循環システムの構築

(a) 製造事業者等による高度な資源循環ネットワーク
(b) 国際資源循環取引における汚染性の管理

Ａ国 Ｂ国

生産

生産

処理・
リサイクル 処理・

リサイクル
消費

消費

(1) (1)

(a)

（b）

国際資源循環問題について

○今後の施策展開の方向性
①政策対話の実施 ・・・日中３Ｒ政策対話、グリーン・エイド・プラン政策対話の実施
②情報の共有化 ・・・各国ルールの情報共有、循環資源の流れの把握
③アジア各国における循環型経済社会の構築 ・・・技術協力、人材育成
④アジア域内における資源循環ネットワークの構築 ・・・トレーサビリティ確保、国際機関との連携

日本

循環型社会形成の取組

⇒リサイクル産業の集積
⇒リサイクル法制度構築
に関するノウハウの蓄積

日本

循環型社会形成の取組

⇒リサイクル産業の集積
⇒リサイクル法制度構築
に関するノウハウの蓄積

日本国内で需
要の低い資源
の有効利用

アジア各国で処理
困難な資源を国内
で処理・リサイクル

産業構造の変化

アジア

急速な経済成長

⇒資源消費量の増大
⇒廃棄物問題の深刻化

アジア

急速な経済成長

⇒資源消費量の増大
⇒廃棄物問題の深刻化
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持続可能なアジア循環型経済社会圏構築に向けた具体的な施策展開

・中国の中央・地方政府職員を受け入れ、研修を実施（２００５年度：約７０名）

・タイ、マレーシア、フィリピン、ベトナムから年間約１００名を受け入れ、実地指導を実施（廃プラスチック

の処理技術の習得等）

・中国の中央・地方政府職員を受け入れ、研修を実施（２００５年度：約７０名）

・タイ、マレーシア、フィリピン、ベトナムから年間約１００名を受け入れ、実地指導を実施（廃プラスチック

の処理技術の習得等）

アジア各国の人材育成支援アジア各国の人材育成支援

○日中３Ｒ政策対話

・中国におけるリサイクル制度の整備等を促進するため、国家発展改革委員会資源節約・環境保護司

と対話を実施

・２００４年９月に第１回を実施。２００６年５月の「日中省エネ環境総合フォーラム」の機会にも意見交換

を行った。現在、次回開催に向けて調整中。

○ＧＡＰ政策対話

・２００５年度はフィリピン、タイ、マレーシア、インドネシアとの間で、３Ｒを議題の１つとする対話を実施。

○日中３Ｒ政策対話

・中国におけるリサイクル制度の整備等を促進するため、国家発展改革委員会資源節約・環境保護司

と対話を実施

・２００４年９月に第１回を実施。２００６年５月の「日中省エネ環境総合フォーラム」の機会にも意見交換

を行った。現在、次回開催に向けて調整中。

○ＧＡＰ政策対話

・２００５年度はフィリピン、タイ、マレーシア、インドネシアとの間で、３Ｒを議題の１つとする対話を実施。

各国との政策対話等各国との政策対話等

情報の共有化情報の共有化

・ＪＥＴＲＯを通じて、アジア各国の廃棄物・３Ｒ政策の情報を共有化し、ウェブサイトで情報提供を実施。・ＪＥＴＲＯを通じて、アジア各国の廃棄物・３Ｒ政策の情報を共有化し、ウェブサイトで情報提供を実施。

アジア域内における資源循環ネットワークの構築アジア域内における資源循環ネットワークの構築

・循環資源の越境移動に関して、ＩＴを活用したトレーサビリティシステムの検討を開始。・循環資源の越境移動に関して、ＩＴを活用したトレーサビリティシステムの検討を開始。


